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会
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雇
用
保
険
法
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一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
労
働
者
の
生
活
と
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
、
雇
用
保
険
制
度
に
お
い
て
、
育
児
休
業
給
付
金
の
充
実
、
教

育
訓
練
給
付
の
拡
充
及
び
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
の
創
設
、
就
業
促
進
手
当
の
拡
充
並
び
に
基
本
手
当
の
給
付
日
数
を
延
長
す

る
等
の
暫
定
措
置
の
延
長
等
の
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

休
業
開
始
時
賃
金
日
額
に
支
給
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
支
給
す
る
育
児
休
業
給
付
金
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
被
保
険
者
が
休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
当
該
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
に
係
る
休
業
日
数

が
通
算
し
て
百
八
十
日
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
限
り
、
当
該
賃
金
日
額
に
支
給
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
百
分
の
六
十
七
に

相
当
す
る
額
を
支
給
す
る
。
ま
た
、
国
家
公
務
員
等
に
係
る
育
児
休
業
手
当
金
に
つ
い
て
も
、
百
分
の
五
十
を
、
当
該
育
児

休
業
等
を
し
た
期
間
が
百
八
十
日
に
達
す
る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
六
十
七
と
す
る
。

二

教
育
訓
練
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
一
般
被
保
険
者
又
は
一
般
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
教

育
訓
練
を
修
了
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
支
給
要
件
期
間
が
三
年
以
上
あ
る
と
き
に
、
支
給
す
る
。
そ
の
額
は
、
当
該
教
育

。

、

訓
練
の
受
講
費
用
の
額
に
百
分
の
二
十
以
上
百
分
の
六
十
以
下
の
範
囲
内
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

た
だ
し
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当
該
教
育
訓
練
を
開
始
し
た
日
前
一
定
の
期
間
内
に
教
育
訓
練
給
付
金
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
支
給
し
な
い
。

三

教
育
訓
練
支
援
給
付
金
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
一
定
の
教
育
訓
練
を
開
始
し
た
者
の
う
ち
、
当
該
開

、

、

始
日
に
お
け
る
年
齢
が
四
十
五
歳
未
満
の
も
の
が

当
該
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
る
日
の
う
ち
失
業
し
て
い
る
日
に
つ
い
て

支
給
す
る
。
そ
の
額
は
、
賃
金
日
額
に
百
分
の
五
十
か
ら
百
分
の
八
十
ま
で
の
範
囲
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
百

分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
基
本
手
当
が
支
給
さ
れ
る
期
間
等
に
つ
い
て
は
、
支
給
し
な
い
。

四

就
業
促
進
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
安
定
し
た
職
業
に
就
き
、
同
一
の
事
業
主
の
適
用
事
業
に
そ
の
職
業
に
就
い
た
日
か

ら
引
き
続
い
て
六
箇
月
以
上
雇
用
さ
れ
る
者
の
う
ち
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
既
に
支
給
を
受
け
た

就
業
促
進
手
当
の
額
に
、
基
本
手
当
日
額
に
基
本
手
当
の
支
給
残
日
数
に
相
当
す
る
日
数
に
十
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
数
を

乗
じ
て
得
た
額
を
限
度
と
し
て
定
め
る
額
を
加
え
る
。

五

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
を
期
限
と
す
る
基
本
手
当
の
給
付
日
数
の
延
長
に
関
す
る
暫
定
措
置
等
に
つ
い
て
、
そ
の

期
限
を
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

六

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
五
は
公
布
の
日
か
ら
、
二
及
び
三
は
平
成
二
十
六

年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


